
ユニフォーム規程 新旧対照表

現 行 改 定 備考 

ユニフォーム規程 ユニフォーム規程

第３条 〔着用義務〕 第３条 削除 

チームは、公式競技会の試合においては、当該公式競技会に

登録したユニフォームを着用しなければならない。 

大会主催者が

その運用を決

定し大会要項

に記載するた

め、削除。 

第４条 〔ユニフォームの色彩〕 第４条 〔ユニフォームの色彩〕 

１．ユニフォームのうちシャツの色彩は、審判員が通常着用す

る黒色と明確に判別し得るものでなければならない。 

１．ユニフォームのうちシャツの色彩は、審判員が通常着用す

る黒色と明確に判別し得るものでなければならない。 

２．シャツの前面と背面の主たる色彩は同じでなければならな

い。ショーツ及びソックスの前面と背面の色彩は同じでなけ

ればならない。 

２．シャツの前面と背面の主たる色彩は同じでなければならな

い。ショーツ及びソックスの前面と背面の色彩は同じでなけ

ればならない。 

３．チームは、公式競技会の試合会場に正・副２組のユニフォ

ームを持参しなければならない。 

同上 

４．主審は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似して

おり判別しがたいと判断したときは、両チームの立ち会いの

もとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。 

同上 

５．前項の場合、主審は、両チームの各２組のユニフォームの

うちから、シャツ、ショーツ及びソックスのそれぞれについ

て、判別しやすい組み合わせを決定することができる。 

 同上 

第14条 〔移行期間〕 第14条 削除 

前条にかかわらず、本規程の施行後３年間（２０１６年４月

１日から２０１９年３月３１日まで）は、大会主催者の許可を

得た場合は、改正前の規程を適用することができる。また、本

規程の施行前３ヶ月間（２０１６年１月１日から２０１６年３

月３１日まで）は、大会主催者の許可を得た場合は、改正後の

規程を適用することができる。 

対象期間が終

了しているた

め、削除。 
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［改訂］ 

２０２０年１１月１９日 




